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SDGs・ESG経営カード好評発売中！

経営課題と社旗課題を同時に解決！

定価 ３，３００円（税込）

【SDGsとは】

2015年9月「国連持続可能
な開発に関するサミット」がニ
ューヨークで開催され、「我々
の世界を変革する持続可能
な開発のための2030アジェン
ダ（2030アジェンダ）」が全会
一致で採択されました。この
「2030アジェンダ」の中に、私
たちが目にするSDGs
（Sustainable Development 
Goals／持続可能な開発目
標）の17の目標が記されてい
ます。

SDGsは、2030年の未来へ
向かって、世界の様々な問題
を根本的に解決し、すべての
人々にとってより良い社会を
つくるために設定されたもの
です。

【ESGとは】
E（環境）、S（社会）、G（ガ

バナンス）を考慮し、それに対
応した経営を行っていくことこ
そが企業と社会のサステナビ
リティを高め、「長期的な企業
価値の向上」に繋がるという考
え方です。

【SDGs・ESG経営カード】
未来の経営環境が示された
「SDGs」を遠くに見据えつつ、
目的地に向かう羅針盤として
「ESG」を活用し、経営課題と
社会課題の両方を従業員全
員参画で解決していくための
ツールが「SDGs・ESG経営カ
ード」です。

SDGs・ESG経営カードを活
用して、貴社の持続可能性と
企業価値を高めてください。

経営課題と社会課題を同時に
解決しましょう！

Ⅰ．NPO法人AlonAlonの取り組み

前回は経営と直接深い関わりのあるESG（環境・

社会・ガバナンス）についてお伝えしました。

今回はSDGｓ・ＥＳＧ経営に取り組んでいる事例を

紹介します。

沖縄県にある（有）三大食品（食肉加工・卸・小売

）はSDGｓの３（すべての人に健康と福祉を）、８（働

きがいも経済成長も）、１３（気候変動に具体的な

対策を）、１７（パートナーシップで目標を達成しよう

）を中心にSDGｓ・ESG経営の実践をしています。

具体的には、ライバル企業との共同配送をするこ

とによって、時間外労働時間と燃料費を大幅に削

減しました。その結果、従業員の健康確保（３、８）

とCO2（１３）の大きな削減を達成しています。また

、ライバル企業とのパートナーシップによって共同

配送を実現したことは、SDGｓの１７の実践になりま

す。

このように本業において、身近な業務の見直しや

ライバルであっても業界全体のパートナーシップで

SDGｓ・ＥＳＧ経営を実践することが可能になります

。残業代の削減や燃料費の削減により本業での儲

けもでます。

千葉県にあるNPO法人AlonAlonはとても斬新な

ビジネスモデルの法人です。AlonAlonの事例は、

胡蝶蘭×SDGｓ・ＥＳＧ経営＝障がい者支援です。

下図のように企業のニーズと障がい者支援を高単

価の胡蝶蘭の市場と結び付けています。

ビジネスモデルの概要は以下のとおりです。

「みなさまから胡蝶蘭の苗の購入代金を寄付として

いただきます。AlonAlonの入所者がその苗を立派

な胡蝶蘭に育てて一般企業向けに販売し、その代

金が入所者の収入になります。バタフライサポータ

ーとして寄付いただいたみなさまにも、寄付金額と

同等のお花を全国どこへでもお届けします。」

AlonAlonのような本業での取り組みが全国に広が

るとすばらしいですね。

これまでSDGｓ・ＥＳＧについて紹介してきました

が今号で最終回とします。次回からはアンコンシャ

スバイアス（無意識の偏見）について連載します。

Ⅰ．㈲三大食品の取り組み

Ⅱ．NPO法人AlonAlonの取り組み



労働関係法令等の最近の動き

ＴＯＰＩＣＳ
労働関係情報

2024年4月の労働関連の法改正 一覧
～労働条件明示、裁量労働制、上限規制の適用猶予廃止、改善基準告示 等～

2023年3月30日、労働基準法施行規則（以下「労基則」といいます）等の改正を内容とする「労働基準法施行規則の一
部を改正する省令」（厚生労働省令第39号）が交付・告示されました。本改正により、2024年4月1日以降、使用者に要
求される労働契約の締結・更新時における労働条件の明示事項が追加されます。

詳細は本号「労務の泉」をご参照ください。

労働条件の明示事項の追加（2024年4月1日施行）

安衛法57条の3でリスクアセスメント等が義務付けられている危険性・有害性のある化学物質（リスクアセスメント対象物
）を取り扱う全ての事業場ではその規模にかかわらず「化学物質管理者」を選任することが義務付けられます。
但し、一般消費者の生活の用に供される製品のみを扱う事業場は選任の対象外です。

労働安全衛生規則改正（2024年4月1日施行）

働き方改革関連法「時間外労働の上限規制の適用猶予廃止」（2024年4月1日より順次施行）

2024年4月1日から裁量労働制に関するルールの改正が施行され、裁量労働制の導入および継続のために新たな手
続が要求されることになります。同施行日を有効期間に含む専門業務型裁量労働制の労使協定、および企画業務型
裁量労働制の労使委員会決議は、本改正に適合したものではない場合には、施行日以降は無効とされます（施行通
達第4・1）。 新たに裁量労働制を導入しようとする企業だけでなく、現在すでに裁量労働制を運用している企業も、裁
量労働制を導入・適用するまで（継続導入する事業場では2024年３月末まで）に労働基準監督署に協定届・決議届の
届出を行う必要があります。

裁量労働制の導入・継続に必要な手続きの追加（2024年4月1日施行）

従前の基準と比べ、ドライバーの拘束時間の上限が短縮されました。また、勤務と次の勤務の間に必要な休息期間が
延長されました。違反した場合、国土交通省により行政処分が下される可能性があります。行政処分の内容は、一定
期間の車両の使用の制限の他、重いものでは、一定期間の事業停止などがあります。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準改正（2024年4月1日施行）

● 短時間勤務者へ適用拡大

厚労省・雇用保険法改正案要

綱 施行は１０年１０月に

厚生労働省は、短時間労働

者への適用拡大などを盛り込

んだ雇用保険制度見直しに関

する２つの改正法案要綱を労

働政策審議会に諮問し、いず

れも「おおむね妥当」との答申

を受けました。今年の通常国

会に法案を提出する予定です。

雇用保険法等改正法案要綱

では、令和10年10月から、雇

用保険の適用対象者を「週所

定労働時間10時間以上」に拡

大するとしています。

● 副業・兼業 労働時間の通

算見直しへ 令和６年度中に

結論

政府の規制改革推進会議は

中間答申をまとめ、副業・兼業

の促進に向け、割増賃金にか

かる労働時間の通算について

行政解釈の変更を含めて令和

６年度中に結論を得る方針を

掲げています。

労働時間の通算をめぐって

は、厚生労働省が令和２年に

副業・兼業促進ガイドラインを

改定しています。本業先と副

業・兼業先の双方があらかじ

め労働時間の上限を定め、そ

れぞれが上限時間内で労働を

させる限り、他社での実労働

時間の把握が必要なくなる管

理モデルを示していましたが、

経済団体から通算自体を見直

して欲しいとする要望が出て

いました。

規制改革推進会議の中間答

申では、労働時間の通算規定

のあり方について行政解釈の

変更も含めて検討すべきとし

ており、具体的には、今年度

中に設置予定の厚労省の検

討会において、６年度中に結

論を得るとしています。
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！労務の泉

〔質問〕

今年（令和６年）の４月１日より、労働条件の明示に関するルールに改正があると聞き、当社でも雇用

契約書や労働条件通知書のひな型を見直しています。法改正の概要や実務対応の例などを改めて教

えてください。

〔回答〕

労基則の改正に伴う労働条件明示事項として、「就業場所・業務の変更の範囲」、有期労働契約に

おける「更新上限の有無とその内容」、無期転換申込権が発生する契約における「無期転換申込機会

および無期転換後の労働条件」等が追加されました。

労働条件の明示について

Ｑ.

Ａ.
労働条件の明示とは
• 労働契約を結ぶ（更新の場合を含む）際、使用者が労働

者に対し、契約期間、就業場所や業務内容、労働時間

や賃金などに関する事項を明示することです。

• 労働条件のうち、特定の事項については書面の交付に

よる明示が必要です。

改正の目的と概要
• 労働者全般について、より一層の労働契約関係の

明確化

• 有期契約労働者について、無期転換前の雇止めに

関する紛争の未然防止・解決促進等

• 上記の推進を目的として、右図のとおり新たな必要

明示事項が追加されます。

• なお、明示のタイミングにもご注意ください。

用語の解説等
• 「就業の場所と業務」とは、労働者が通常就業することが

想定されている就業の場所と、労働者が通常従事するこ

とが想定されている業務のことを指します。

• したがって、配置転換や在籍型出向が命じられた際の配

置転換先や出向先の場所や業務は含まれますが、臨時

的な他部門への応援業務や、出張・研修など一時的な

変更の場合の就業の場所と業務は含みません。

• 「変更の範囲」とは、今後の見込みも含めて、その労働

契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更

の範囲のことをいいます。

労働条件の記載例
• 就業場所・業務に限定が無い場合

• 就業場所・業務の一部に限定が

   ある場合

• 就業場所・業務の変更が

  想定されていない場合

就業場所 （雇入れ直後） 名古屋本社 （変更の範囲） 会社が定める就業場所

従事すべき業務 （雇入れ直後） 品質管理 （変更の範囲） 会社が定める業務

就業場所 （雇入れ直後） 大垣営業所 （変更の範囲） 岐阜県内の営業所

従事すべき業務 （雇入れ直後） 運送 （変更の範囲） 運送および運行管理

就業場所 （雇入れ直後） 伊勢支店 （変更の範囲） 変更なし

従事すべき業務 （雇入れ直後） ピッキング・商品補充 （変更の範囲） 変更なし

※ 弊社顧問先におかれましては、具体的な実務対応のご相談については担当者へ随時お問い合わせ下さい。
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Editor's note

総務のお仕事カレンダー 2024年2月・３月

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

２月１３日（火）

１月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払

■参考リンク：国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納付の特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

２月１６日（金）

所得税および復興特別所得税の確定申告受付開始（３月１５日まで）

■参考リンク：国税庁「令和５年分 確定申告特集」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

２月２９日（木）

１月分の健康保険・厚生年金保険料の支払

■参考リンク：日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/nofu.html

３月１日（金）

内閣官房「２０２４年度卒業・終了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」に基づく２０２５年

新卒入社者の採用広報活動開始

■参考リンク：内閣官房「就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou/index.html

３月１１日（月）

２月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払

■参考リンク：国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納付の特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

４月１日（月）

２月分の健康保険・厚生年金保険料の支払

■参考リンク：日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/nofu.html

労働条件明示に係る改正

■ 参考リンク：厚生労働省「令和６年４月から労働条件明示のルールが改正されます」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

[１] 新年度の３６協定締結

従業員に法定労働時間を超えて労働させたり休日労働させるためには、３６協定を締結して管轄の労働基準監督署

へ届出る必要があります。４月など年度の起算日にあわせて３６協定を締結している場合には、現在の協定の有効期

間を確認し、忘れずに更新を行いましょう。なお、３６協定の効力は労働基準監督署へ届出がされた時点から発生しま

すので、締結後は速やかに届出を行いましょう。

■参考リンク：厚生労働省「労働時間・休日」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html

［２］１年単位の変形労働時間制に関する労使協定の作成

［１］の３６協定と同様に、４月起算の会社カレンダーに基づいて変形労働時間制を採用している企業においては、協

定の有効期間が近々切れてしまいます。労使協定や年間カレンダーの作成に取り掛かりましょう。

■参考リンク：厚生労働省「１年単位の変形労働時間制導入の手引」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/1nen.pdf

［３］新入社員の受け入れ準備

４月入社の新入社員について、受入れの準備を進めましょう。入社後のスケジュールを決定するとともに、デスク・制

服・その他の備品等についても忘れずに手配しましょう。

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

２０２４年最初のデライトニュースです。突然ですが、皆さんは「７割弱」という言葉を聞いた時、具体的

に何％～何％程度をイメージしますか？「７割弱」とは「７割よりもすこし少ない」と解釈するのが伝統的

ですので、およそ６５％～６９％程度とイメージされる方が多いのではないかと思います。しかし、これと

は異なる捉え方をする人も少なからず見られ、とある調査によると、２０代の約１９％は「７割弱は７０％

以上」と解釈するそうです。

また、日本能率協会が昨年実施した「新入社員意識調査」によると、若手新入社員の約８０％が上司

からの曖昧な指示に基づいて仕事をすることに抵抗があると回答しています。

新年度、新たな社員の受け入れ準備を進めている最中かと思いますが、ちょっとした意思疎通のズレ

から信頼関係が損なわれることのないよう、日常のコミュニケーションでも気を付けたいものです。（四）

『「自営型」で働く時代』

太田 肇・著 2023.11.4
プレジデント社、税込1,650円

本書のサブタイトルは「ジョブ

型雇用はもう古い！」。メンバー

シップ型かジョブ型かという二

項対立の図式で雇用を捉える

風潮に一石を投じる一冊です。

組織人事に関わる仕事をして

いる人には周知の事実ですが、

これまで古くは70年ほど前から

日本ではジョブ型＝職務主義

(職務給制度含む)を導入しよう

として何度も失敗している歴史

があります。直近では成果主義

がもてはやされた2000年前後

にも職務給ブームがありました

が、この時もやはり、すぐに立ち

消えました。

本書が指摘するように、そも

そも「共同体型組織」の日本に

ジョブ型は合わず、むしろ著者

のいう「自営型」がマッチすると

いうこと。そのことを各種データ

や事例をもとに鋭く論理的に展

開され、深い理解が得られるよ

うになっています。

ビジネスピープルが自身の働

き方やキャリアを考える上でも

参考になります。
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